
 仕様書 

 

１ 総則 

 (1) 事業の名称 

   自動封入封かん機及び名寄せバーコード付き帳票作成ソフトウェア調達 

 (2) 事業の目的 

封入封かん作業の効率向上、品質の安定化及び人員負担の軽減を目的として、自動

封入封かん機を調達する。 また、名寄せを伴う封入封かん作業を円滑に実施するた

め、名寄せバーコード付き帳票作成ソフトウェアも併せて調達する。 

 (3) 納入場所 

   〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町 10 番５号 

   東近江市総務部情報推進課 

 (4) 納入期限 

   令和７年 10 月 31 日（金）まで 

 

２ 調達機器一覧 

項目 機器名称 数量 単位 

ハードウェア 自動封入封かん機（専用テーブルを含む。） 1 台 

ソフトウェア 名寄せバーコード付き帳票作成ソフトウェア

及び端末（ディスプレイ除く） 

1 式 

 

３ 機器仕様 

(1) 自動封入封かん機 （基準品：クアディエントジャパン DS-700iQ） 
ア 本体寸法 

幅 4,200 ミリメートル以下、奥行 550 ミリメートル以下、高さ 900 ミリメートル

以下であること。 

イ 重量 

350 キログラム程度であること。 

ウ 電源 

  100 ボルトであること。 

エ 処理速度 

  最速 5,000 通毎時間以上であること。 

オ 耐久性 

  月間耐久性が 300,000 通以上であること。 

カ 封入封かん能力 

封入点数は最大 A4 サイズの用紙を６点封入可能であること。また、定形封筒への



紙折り（内三つ折、外三つ折り、二つ折り、四つ折り及び変則折）封入、封かん機能

を有すること。 

キ フィーダー 

封入物フィーダーの積載能力は最大500枚以上であり、封筒の積載枚数は800枚以

上であること。 また、全フィーダーには厚み検知機能を備え、最大２ミリメートル

以上の用紙厚みに対応可能とすること。 

テストモードでは、用紙の厚みが自動記録されること。さらに、帳票バーコード読

み取りスキャナーの制御により、帳票に対して各フィーダーからの選択・照合処理が

可能であり、最大５種類の照合に対応すること。 

  ク その他 

(ｱ) フルカラータッチパネルで操作が可能なこと。 

(ｲ) ディスプレイ上に日本語でメッセージ表示がされること。 

(ｳ) 通数カウンターがあり処理通数を容易に確認できること。 

(ｴ) 50パターン以上のジョブ設定登録・予備呼び出しが可能なこと。 

(ｵ) 作業中に処理スピードを５段階以上変更可能であること。 

(ｶ) 安全性のため、用紙の搬送経路にカバーがあり、カバーを開けた状態では作動し

ないこと。また、カバーが開いている場合、その個所を示すメッセージがコントロ

ールパネル上に表示されること。 
(2) 名寄せバーコード付き帳票作成ソフトウェア及び端末（基準品：ポーラ・メソッド 

PDFPort） 

  ア 機能要件 

(ｱ) 書類の区切りを封入封かん機が読み取れるＢＣＲマークが付与できること。 

(ｲ) ＰＤＦの文字データから書類の区切りを判断するエリアを指定することができ

ること。 

(ｳ) ＢＣＲマークの付与の位置が自由に調整できること。 

(ｴ) ＢＣＲマークの拡大・縮小が調節可能なこと。 

(ｵ) 帳票データのページ順を名寄せの基準に沿って並び替え可能なこと。 

(ｶ) 封入封かん機の封入枚数の能力に合わせて、帳票データを分割して保存可能な

こと。 

(ｷ) ソフトウェアはＧＵＩで操作が可能であり、見た目で直感的に操作方法が理解

できる仕組みになっていること。 

(ｸ) ソフトウェアの操作マニュアルを有すること。 

(ｹ) 帳票データを２つ以上に分割してＢＣＲマークを付与する作業が１つ組みにな

っていること。 

  イ 設定作業 

帳票作成ソフトウェアを使用し、本市の封入封かん業務の帳票に名寄せバーコー

ドを生成するプログラムを設定すること。ただし、対応が困難な帳票については別途

協議する。 

 
４ 保守サービス条件 

(1) 当該自動封入封かん機について、設置後６箇月間は無償保証期間とし、以降のメンテ

ナンス費用は、別途保守契約を締結する。 

(2) 当該帳票作成ソフトウェアについて、納入日から６箇月間の無償保守を有すること。

なお、ソフトウェアの保守については、上記封入封函機の保守契約に含めること。 



５ 物件の搬入搬出等 

(1) 搬入された封入封かん機は、担当者によって指示された納入場所に指示どおりに設

置すること。また、設置完了後、動作確認を行い、正常動作を確認すること。 

(2) 納入場所における封入封かん機の設置及び動作確認について、事前に担当者と日

時、方法等の打合せをすること。 

 (3) (1)の正常動作確認後、納入場所において、担当者及び封入封かん機の使用者に対

して、操作にかかわる指導・説明をすること。 

(4) 機器の設置（梱包材等の回収を含む。）、動作確認、操作説明等の諸経費は、受注

者の負担とすること。 

(5) 納入時に納入先の建物、備品等に損害を与えた場合は、速やかに担当者に報告し、

担当者の指示に従い、原状に回復すること。 

 

６ 機密保持情報の取扱いについて 

納入業者は公知のものを除き、本調達業務遂行上知り得た公にできない情報を他に開

示、漏えいしてはならない。業務上利用した情報を記録した文書・図画については、業務

終了後本市へ返却又は廃棄すること。 

 

７ 同等品申請について 

 (1) 同等品での入札を希望する場合は、令和７年７月 23 日（水）の正午までに担当に「同

等品確認願兼同等品確認書」並びに主要部仕様及び相違点仕様をまとめた比較表を原

則メールで提出すること。 

(2) 同等品としての可否については、令和７年７月 25 日（金）午後５時までに連絡し、

同等と認められた品名のみ入札を可とする。 

なお、同等品の申請は審査結果が不可の場合のみ同等品申請期限内まで再度提出可

とする。 

 

８ 契約不適合責任期間・保証期間 

 (1) 契約不適合責任期間 

   本業務において受注者に起因する改善対応及び障害対応については、１年間全て無

償で対応すること。 

   なお、契約不適合責任期間は納入日から１年間とする。 

 (2) 保証期間 

   本業務で調達する機器の保証期間は、メーカー保証で対応すること。 

 

９ その他留意事項 

(1) 機器は新製品であること。リサイクル品は認めない。 

(2) 本市の施設等に出入りする場合は、本市担当者に事前に連絡し、承認を得ること。ま

た、施設等の出入りに当たっては、本市担当者の指示に従うこと。 

(3) 業務を実施するに当たり本仕様に疑義が生じた場合は、協議の上決定する。 



 

10 同等品に関する問合せ先 

  東近江市総務部情報推進課 

  〒 527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町 10 番５号 

  TEL 0748-24-5608 FAX 0748-24-5560 

  E-mail joho@city.higashiomi.lg.jp 

 担当：北村 

mailto:joho@city.higashiomi.lg.jp


令和   年   月   日  

 

同等品確認願 兼 同等品確認書 

 

東近江市長 小 椋 正 清 様 

住 所 

商号又は名称 

代 表 者 名                   

担 当 者 名 

メールアドレス 

電 話 番 号 

 

標記入札案件について、次のとおり同等品の確認をお願いします。 

 なお、同等品に関する資料としてカタログ又は仕様書等の書類を添付します。 

 

番号  件名 
自動封入封かん機及び名寄せバーコード付き帳票作成ソフ

トウェア調達 

 

品  名 
基 準 品 同 等 品 候 補 

確認 
メーカー・型式・規格等 メーカー・型式・規格等 

自動封入封かん機 

メーカー：クアディエントジ

ャパン 

型式：DS-700iQ 

  

名寄せバーコード付

き帳票作成ソフトウ

ェア 

メーカー：ポーラ・メソッド 

型式：PDFPort 
  

 

※ 基準品以外を選定し入札する場合は、必ずこの確認書により事前確認を受けること。 

※ 「同等品候補」欄には、貴社で同等品の認定を受けたい対応物品のメーカー・型式・規格等を記

入すること。（同等品候補が複数の場合も可とする。） 

※ 「確認」欄は、審査の結果同等品と認定の場合は「可」を、不認定であれば「否」を記入して返

送（原則メールにて送信）する。 


